
半
田
市
男
女
共
同
参
画

審
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

半
田
市
と
常
滑
市
の
病
院
連
携
協
議
に

関
す
る
合
意
書
等
調
印
式
を
行
い
ま
し
た

国
民
健
康
保
険
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
の
方
へ

高
額
医
療・高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
し
ま
す
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半
田
市
立
半
田
病
院
と
常
滑
市
民
病
院

と
の
経
営
統
合
に
向
け
た
合
意
書
及
び
確

認
書
の
調
印
式
が
、
２
月
４
日
に
半
田
市

役
所
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
両
市
長
が
合
意

書
及
び
確
認
書
に
調
印
し
、
握
手
を
交
わ

し
ま
し
た
。

今
後
も
引
き
続
き
、
半
田
病
院
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
市
報
な
ど
を
通
じ
て
、
最
新

情
報
を
お
伝
え
し
ま
す
。

問
合
わ
せ

　
半
田
病
院  


㉒
９
８
８
１

半
田
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会
は
、
誰

も
が
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
個
性
と
能
力

を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
男

同
じ
世
帯
で
「
医
療
」
と
「
介
護
サ
ー

ビ
ス
」
の
両
方
を
利
用
し
て
支
払
っ
た
1

年
間
の
自
己
負
担
額
の
合
計
金
額
が
高
額

に
な
っ
た
場
合
に
、
世
帯
の
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
「
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
・

「
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
を

支
給
し
ま
す
。

申
請
勧
奨
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

　

平
成
30
年
7
月
31
日
時
点
で
、
国
民

健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
方
の
う
ち
、
年
間
の
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
方
に
は
、
「
申

請
勧
奨
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す
。

お
知
ら
せ
が
届
い
た
方
は
、
国
保
年
金
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
や
加
入
保

険
の
変
更
な
ど
に
よ
り
「
申
請
勧
奨
の

お
知
ら
せ
」
が
送
付
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
保
年
金
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
の
方

平
成
30
年
7
月
31
日
時
点
で
、
職
場
の

健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
た
方
は
、

医
療
保
険
者
（
職
場
の
健
康
保
険
）
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
高
齢
介
護
課
が
発
行
す
る
「
介

護
保
険
自
己
負
担
額
証
明
書
」
が
必
要
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
医

療
保
険
者
（
職
場
の
健
康
保
険
）
へ
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
わ
せ

◇
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
関
す
る
こ
と
　

　
国
保
年
金
課　
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0
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◇
介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と

　
高
齢
介
護
課　

84
0
6
4
9

介護保険の自己負担額
（高額介護サービス費を除く）

医療保険の自己負担額
（高額療養費を除く） ＋

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療と介護を合計して、自己負担限度額を超えた分を支給します。

※医療（福祉医療受給者を除く）、介護のどちらかの自己負担額が０円の
場合や支給額が５００円を超えない場合は支給されません。

※入院（所）時の食費・居住費、差額ベッド代などは、自己負担額に含まれません。

女
共
同
参
画
社
会
」
の
実
現
に
向
け
、
市

の
男
女
共
同
参
画
推
進
に
関
す
る
取
り
組

み
の
審
議
や
調
査
、
市
に
寄
せ
ら
れ
た
男

女
共
同
参
画
に
関
す
る
意
見
等
を
検
討
す

る
審
議
会
で
す
。
一
般
公
募
の
委
員
の
ほ

か
、
学
識
経
験
者
、
教
育
関
係
者
な
ど
の

各
機
関
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

募
集
人
員
　
4
名

応
募
資
格
　
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
の
方

（
平
成
31
年
4
月
1
日
現
在
）で
、年
3

回
開
催
さ
れ
る
会
議
に
出
席
で
き
る
方

任
期
　
2
年
間
（
平
成
31（
2
0
1
9
）年

5
月
下
旬
頃
〜
平
成
33
（
2
0
2
1
）

年
3
月
31
日
）

報
酬
　
3
，8
5
0
円
（
1
回
）

応
募
方
法
　

申
込
書
を
ご
記
入
の
う
え
、
4
月
15
日

㈪
ま
で
に
市
民
協
働
課
へ
お
持
ち
い
た

だ
く
か
、
郵
送
（
当
日
必
着
）
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

◇
郵
送　
〒
4
7
5
│
8
6
6
6

　
半
田
市
東
洋
町
2
│
1　
市
民
協
働
課

◇
□FAX 

84
0
6
7
2

◇
Ｅ
メ
ー
ル　

s-kyo
d
o
@
city. 

handa.lg.jp

※
申
込
書
は
、
市
民
協
働
課
及
び
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
面
談
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
う
え
決
定
し
、
5
月
上

旬
に
応
募
者
全
員
へ
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
わ
せ
　

　
市
民
協
働
課　

84
0
6
0
9


